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平
成
三
十
年
十
二
月
七
日

第

四

千

四

十

九

号

増

刊

①

　
　
　
　

規
　
　
　
則
（
第
四
十
九
号
）

○
福
岡
県
が
ん
登
録
情
報
利
用
等
審
議
会
規
則�

（
が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　

再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
知
事
管
理
量
に
係
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
の
停
止
に
関
す
る
規
則

�

（
水
産
振
興
課
）
…
…
…
…
…
一

　

福
岡
県
が
ん
登
録
情
報
利
用
等
審
議
会
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
二
月
七
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
四
十
九
号

　
　
　

福
岡
県
が
ん
登
録
情
報
利
用
等
審
議
会
規
則

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
規
則
は
、
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
九

号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
岡
県
が
ん
登
録
情
報
利
用
等
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い

う
。
）
の
所
掌
事
務
、
組
織
、
委
員
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
所
掌
事
務
）

第�

二
条　

審
議
会
は
、
が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
十
一
号
）
及

び
が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
二
十
三
号
）
の
規
定

に
よ
り
知
事
か
ら
意
見
を
求
め
ら
れ
た
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
組
織
）

第�

三
条　

審
議
会
は
、
委
員
五
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２　

審
議
会
に
会
長
を
置
き
、
委
員
の
う
ち
か
ら
互
選
す
る
。

３　

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
審
議
会
を
代
表
す
る
。

４�　

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
、
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
委
員

が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

　

（
委
員
）

第
四
条　

委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
知
事
が
委
嘱
す
る
。

　

一　

が
ん
、
が
ん
医
療
等
又
は
が
ん
の
予
防
に
関
す
る
学
識
経
験
の
あ
る
者

　

二　

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
学
識
経
験
の
あ
る
者

２�　

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す

る
。

３　

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
会
議
）

第
五
条　

審
議
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
し
、
会
長
が
そ
の
議
長
と
な
る
。

２　

審
議
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３�　

審
議
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
関
係
者
の
出
席
）

第�

六
条　

審
議
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
者
の
出
席
を
求
め
、
意
見
を
聴
く
こ
と

が
で
き
る
。

　

（
庶
務
）

第
七
条　

審
議
会
の
庶
務
は
、
保
健
医
療
介
護
部
が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。

　

（
補
則
）

第�
八
条　

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
審
議

会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

目
　
　
　
次

規
　
　
　
則

再
　
　
　
掲
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（
採
捕
の
停
止
）

第�

四
条　

知
事
が
前
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
た
場
合
に
は
、
福
岡
県
計
画
の
対
象

と
な
る
者
は
、
当
該
公
表
の
日
の
翌
日
か
ら
同
日
の
属
す
る
管
理
期
間
の
末
日
ま
で
の
間
、
当
該
公

表
に
係
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
採
捕
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２�　

知
事
が
前
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
公
表
を
し
た
場
合
に
は
、
福
岡
県
計
画
の
対
象
と
な

る
者
は
、
当
該
公
表
の
日
の
翌
日
か
ら
当
該
公
表
の
際
に
知
事
が
定
め
る
日
ま
で
の
間
、
当
該
公
表

に
係
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
採
捕
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　

附
　
則

　
　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。���　

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
知
事
管
理
量
に
係
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
の
停
止
に
関
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日

福
岡
県
知
事　
　

小　

川　
　

洋　
　

福
岡
県
規
則
第
四
十
八
号

　
　
　

福
岡
県
知
事
管
理
量
に
係
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
の
停
止
に
関
す
る
規
則

　

（
趣
旨
）

第�

一
条　

こ
の
規
則
は
、
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七
十�

七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
が
福
岡
県
計
画
（
法
第

四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
定
め
る
知
事
管
理
量
に
係
る

く
ろ
ま
ぐ
ろ
を
と
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
採
捕
の
停
止
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

　

（
用
語
）

第
二
条　

こ
の
規
則
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
法
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

　

（
採
捕
状
況
の
公
表
）

第�

三
条　

知
事
は
、
管
理
期
間
（
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
以
下
「
小
型
魚
」
と
い
う

。
）
又
は
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
以
下
「
大
型
魚
」
と
い
う
。
）
に
係
る
知
事
管

理
量
に
よ
る
管
理
の
対
象
と
な
る
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
計
画
で
定
め
る
期
間
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
公
表
す
る

も
の
と
す
る
。

　

一�　

法
第
十
七
条
第
三
項
に
基
づ
き
報
告
さ
れ
た
小
型
魚
又
は
大
型
魚
の
採
捕
の
数
量
が
、
福
岡
県

計
画
で
定
め
る
管
理
期
間
に
お
け
る
知
事
管
理
量
を
超
え
て
お
り
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ
が
著
し

く
大
き
い
と
認
め
る
と
き
。

　

二�　

法
第
十
七
条
第
三
項
に
基
づ
き
報
告
さ
れ
た
小
型
魚
又
は
大
型
魚
の
採
捕
の
数
量
が
、
福
岡
県

計
画
で
定
め
る
知
事
管
理
量
の
う
ち
、
採
捕
の
種
類
別
又
は
期
間
別
の
数
量
を
超
え
て
お
り
、
又

は
超
え
る
お
そ
れ
が
著
し
く
大
き
い
と
認
め
る
と
き
。

２�　

前
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も

の
と
す
る
。　


